
 
 

 

 

障害者病棟とは、重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、

筋ジストロフィー患者、神経難病等を有する患者様が 7割以上入院され、リハビリや医

療的管理を受けながら療養いただく病棟です。対象となる方は入院期間の制限がなく、

長期的な療養が可能となります。また、障害者病棟の対象となる患者様以外の一般の患

者様の受け入れも行っております。 

 

○対象となる方 

 ①重度の肢体不自由者 

  （脳卒中の後遺症及び認知症の患者を除く） 

 ②脊髄損傷等の重度障害者 

③重度の意識障害者（JCS:30以上または GCS：8以下） 

                 ※別紙「意識障害判定基準」参照 

④透析患者でかつ脳卒中の後遺症患者 

⑤人工呼吸器を装着する患者 

⑥筋ジストロフィー患者 

⑦神経難病患者 

  ・多発性硬化症 

  ・重症筋無力症 

  ・スモン 

  ・筋委縮性側索硬化症（ALS） 

  ・脊髄小脳変性症 

  ・ハンチントン舞踏病 

  ・シャイ・ドレーガー症候群 

  ・ヤコブ病 

  ・亜急性硬化性全脳炎 

  ・パーキンソン病（ヤール分類ステージⅢ以上、生活機能障害度分類がⅡ度または 

Ⅲ度に限る）【ヤール分類及び生活機能障害度分類は別紙参照】 

※パーキンソン症候群は対象外となります。 

 

○入院のご相談 

 入院のご相談及び詳細につきましては地域連携室へご連絡ください。 

 

 

お問い合わせ 

済生会川俣病院 地域連携室 

TEL：024-566-2357（直通） 

FAX：024-566-2922（直通） 



意識障害判定基準 
 

GCS（Glasgow Coma Scale）  ※8点以下が重度の意識障害者に該当 

区  分 状    態 スコア 
チェック

☑ 

１．開眼 

自発的に、または普通の呼びかけで開眼 ４  

強く呼びかけると開眼 ３  

痛み刺激を与えると開眼 ２  

痛み刺激でも開眼しない １  

２．言語反応 

見当識の保たれた会話 ５  

会話は成立するが見当識が混乱 ４  

発語はみられるが会話は成立しない ３  

意味のない発声のみ ２  

発語みられず １  

３．運動反応 

命令に従って四肢を動かす ６  

痛み刺激に対して手で払いのける ５  

指への痛み刺激に対して四肢を引っ込める ４  

痛み刺激に対して緩徐な屈曲運動（除皮質姿勢） ３  

痛み刺激に対して緩徐な伸展運動（除脳姿勢） ２  

全く動かない １  

合計＝8点以下（重度の意識障害者に該当）         点 

 

 

JCS（Japan Coma Scale）※Ⅱ－３または３０以上が重度の意識障害者に該当 

Ⅰ．覚醒している（1桁の点数で表現）  

０ 意識清明 

Ⅰ－１ 見当識は保たれているが意識清明ではない（1） 

Ⅰ－２ 見当識障害がある（2） 

Ⅰ－３ 自分の名前・生年月日が言えない（3） 

Ⅱ.刺激に応じて一時的に覚醒する（2桁の点数で表現） 

Ⅱ－１ 普通の呼びかけで開眼する（10） 

Ⅱ－２ 大声で呼びかけたり、強く揺するなどで開眼する（20） 

Ⅱ－３ 痛み刺激を加えつつ、呼びかけを続けるとかろうじて開眼する（30） 

Ⅲ．刺激しても覚醒しない（3桁の点数で表現） 

Ⅲ－１ 痛みに対して払いのけるなどの動作をする（100） 

Ⅲ－２ 痛み刺激で手足を動かしたり、顔をしかめたりする（200） 

Ⅲ－３ 痛み刺激に対して全く反応しない（300） 

 



パーキンソン病 
 

ヤールの重症度分類  ※ステージⅢ度以上が障害者病棟対象患者に該当 

 
状      態 

チェック

☑ 

ステージⅠ度 
体の片側だけに手足のふるえや筋肉のこわばりがみられる。 

体の障害はないか、あっても軽い。 

 

ステージⅡ度 
両方の手足のふるえ、両側の筋肉のこわばりなどがみられ

る。日常の生活や仕事がやや不便になる。 

 

ステージⅢ度 

小刻みに歩く、すくみ足がみられる。方向転換のとき転びや

すくなるなど、日常生活に支障が出るが、介助なしに過ごせ

る。職種によっては仕事を続けられる。 

 

ステージⅣ度 
立ち上がる、歩くなどが難しくなる。生活のさまざまな場面

で、介助が必要になってくる。 

 

ステージⅤ度 車いすが必要になる。ベッドで寝ていることが多くなる。 

 

 

 

生活機能障害度分類  ※Ⅱ度またはⅢ度以上が障害者病棟対象患者に該当 

 状     態 
チェック

☑ 

Ⅰ度 日常生活、通院にほとんど介助がいらない。  

Ⅱ度 日常生活、通院に部分的な介助が必要になる。  

Ⅲ度 
日常生活に全面的な介助が必要で、自分だけで、歩いたり、立

ち上がったりできない。 
 

 

 


